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監査の種別と根拠法令 

 鳥取県監査委員事務局 

     (法第150条第5項) (毎会計年度1回以上実施) 

 

                                  

(法第199条第4項)  (毎会計年度1回以上実施) 

(法第199条第1項)  

<法第252条の37第1項> 

(法第199条第5項)  

(必要があるときはいつでも実施) 

(法第199条第2項) 

(一般行政事務の監査)  

 

 

<法第252条の37第4項> 

(法第199条第7項) (補助金・貸付金等の財政的援助を与えている団体) 

 

                             <法第252条の39> 

 

(法第12条･法第75条第1項及び第3項) (有権者1/50の連署) 

 

<法第252条の43> 

(法第242条第5項) (違法又は不当な財務会計行為が対象・1人の請求でも可) 

 

<法第252条の40> 

(法第98条第2項) (対象：県の事務全般） 

 

<法第252条の41･42> 

(法第199条第6項・第7項) 

(対象：県の事務全般、財援団体） 

                  

(法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項) 
(一般会計･特別会計･公営企業会計(電気･工水･埋立･病院･天神川流域下水道事業の5会計)の決算を 
毎会計年度審査) 

 

(法第235条の2第1項) (毎月、現金の出納を検査) 

 

(法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項) 

(必要と認めたとき、指定金融機関等の公金取扱を監査) 
 

 

(法第243条の2の8第3項、地方公営企業法第34条第1項) 

(職員が故意又は(重大な)過失により現金亡失・物品損傷等をした場合の賠償責任監査) 

 

(法第241条第5項) 

(対象：土地開発基金・市町村資金貸付基金・美術品取得基金の3基金) 

 

(法第252条の11第4項) 

(普通地方公共団体が共同設置した委員会の監査) 

 

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条、第22条) 

 

（注）法：「地方自治法」の略 
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（住民の事務監査請求による監査） 
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業務適正化評価報告書審査 

長の要求に基づく監査 

財政的援助団体等に対する監査 

例月現金出納検査 

指定金融機関等監査 

職員の賠償責任監査 

基金運用状況審査 

共同設置の機関の監査 
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予算執行･財産管理等の財務事務の執行及 

び経営に係る事業の管理についての監査 

健全化法第26条に基づく監査 
(健全化計画等策定を義務付けられた自治体) 

 

 

び経営に係る事業の管理について

の監査 


